
情 報 交 換 会 

令和 7年 12月 16日（火） 

議場 

○ 議  題 

１．江津市過疎地域持続的発展計画（令和8 年度～令和12 年度）の策定について（資料）

「財政課」 

２．第２期三江線沿線地域公共交通計画の策定について（資料）  「地域振興課」 

３．令和６年度江津市教育委員会 点検・評価報告書について（資料）「学校教育課」 

４．江津市準備委員会設立に向けた準備状況について（資料） 「国スポ推進課」 

５．その他 

・専決処分について（資料なし） 「財政課」 
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江津市過疎地域持続的発展計画（令和 8年度～令和 12年度）の策定について 

 

本市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年度～令和 12 年度）

の施行に伴い、令和３年度から令和７年度までを期間とする江津市過疎地域持続的発展計

画（（期期計画）を策定し、生活環境等の整備をはじめ、産業振興、観光、教育、医療・介護、

子育て支援等のあらゆる分野において、有利な財源である過疎対策事業債を活用して、本市

の持続的発展に資する取組みを実施してきました。 

当該計画が期間の終了を迎えることから、本市での過疎対策の取組みに対し、引き続き国

からの財政支援等を受けるため、令和８年度から令和１２年度までの５箇年における後期

計画を策定します。 

 

１．後期計画の素案について 

 別冊の『江津市過疎地域持続的発展計画（令和８年度～令和 12 年度）』のとおり。 

後期計画では、現行法の期間内のため、期期計画をベースに下記の見直しを行う。 

① 前期計画期間における実績を踏まえ、後期の事業内容に即して施策区分ごとに計画本 

文等を修正 

② 過疎計画の【施策区分】について、新たに『 『 13）その他地域の持続的発展に関し必要 

な事項』を追加 

③ 令和８年度から令和１２年度の５年間における過疎対策事業債の対象事業を掲載 

※令和８年度以降予定される国民スポーツ大会に係る施設整備、西部統合小学校建設

に係る経費、公共施設の LED 化などを盛り込む。 

 

なお、後期計画の構成（施策区分等）については、以下のとおりです。 

１．基本的な事項 ２．施策の区分

（１）江津市の概況 （１）移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

（２）人口及び産業の推移と動向 （２）産業の振興

（３）江津市の行財政の状況 （３）地域における情報化

（４）地域の持続的発展の基本方針 （４）交通施設の整備、交通手段の確保

（５）地域の持続的発展のための基本目標 （５）生活環境の整備

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 （６）子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（７）計画期間 （７）医療の確保

（８）公共施設等総合管理計画との整合 （８）教育の振興

（10）集落の整備

（11）地域文化の振興等

（12）再生可能エネルギーの利用の推進

（13）その他地域の持続的発展に関し必要な事項【新規追加】

      ①自治体DXの推進による公共サービス【新規追加】

（14）過疎地域持続的発展特別事業（一覧表）【ソフト事業】
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２．前期計画期間における過疎対策事業債の発行について 

 

 

３．今後のスケジュールについて 

１２月末 パブリックコメントの実施 

     島根県への事期協議 

１月末  島根県への正式協議 

２月中旬 ３月議会へ上程 

３月末  国への提出、ホームページ公表 
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第２期三江線沿線地域公共交通計画の策定について 

 

１．経緯等 

　　旧三江線の代替交通を確保するため、平成 29 年度に策定された「三江線沿

線地域公共交通計画」が令和７年度末をもって終了することから、「第２期三

江線沿線地域公共交通計画」を策定する。 

　　第２期計画については、沿線自治体や交通事業者等で構成する三江線沿線地

域公共交通活性化協議会で検討・協議を進めており、先月、素案が承認された。 

 

２.第２期計画の概要 

（１）計画の区域 

　　　江津市、川本町、美郷町、邑南町、三次市、安芸高田市の三江線沿線地域 

（２）計画期間 

　　　令和８年度～令和１２年度（５年間） 

（３）策定主体 

　　　島根県、江津市、川本町、美郷町、邑南町、広島県、三次市、安芸高田市 

（４）計画の基本方針 

　　　①　三江線沿線地域における公共交通ネットワークの充実 

　　　②　誰もが安心して利用できる持続可能な公共交通の提供 

　　　③　地域住民に支えられ、魅力ある地域づくりをサポートする公共交通 

（５）主な事業内容 

　　　①　乗り換えアプリを活用した利便性の高い運行情報の提供 

　　　②　公立邑智病院へ通院するための新たなルートの検討 

　　　③　近隣高校の登下校に合わせたダイヤの編成 

（６）計画（案） 

　　　別冊のとおり 

 

３．今後のスケジュール 

　　11 月定例会　第２期計画（素案）　報告 

12 月～  　　パブリックコメント 

２月　　　　三江線沿線地域公共交通活性化協議会［第２期計画最終案審議］ 

２月定例会　第２期計画（最終案）　報告 

３月　　　　主務大臣（国土交通大臣）への送付 
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第 84 回国民スポーツ大会（島根かみあり国スポ） 

江津市準備委員会設立に向けた準備状況について 

 

 

１．江津市準備委員会について 

 

  江津市準備委員会は、江津市で開催される競技会の開催準備を円滑に進めるために設置され

る機関で、開催に向けた様々な計画や調整を担当します。 

国スポの開催にあたっては、日本スポーツ協会が定める「国民スポーツ大会開催基準要項」

の規定に従い、先催県では開催決定年（開催３年前）に「実行委員会」を設置しています。 

競技会場地各市町村においても、県や競技団体との連絡調整をはじめ、競技会の開催・運営

に関する基本方針や種々の計画等の策定など、多岐にわたる業務や課題に今後取り組んでいく

必要があることから、先催県の例にならい、本市においても実行委員会の事前組織として準備

委員会を設置し、着実な準備業務を進めていくこととしました。 

 

 

２．組織及び会議の構成（案）について 

   

・組織及び会議の構成（案）については、次ページ別図参照 

 ・「顧問」及び「参与」について 

顧問･･･会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

参与･･･会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う 

 ・総会は年１回、常任委員会、各専門委員会は必要に応じて開催する 

 ・専門委員会の構成については、今後常任委員会で検討 

 

 

３．設立総会及び第１回総会について 

 

  令和８年２月予定 

  設立総会････設立趣意書、会則、委員・役員等の承認など 

  第１回総会･･開催基本方針、事業計画、収支予算、常任委員会委任事項など 

 

  ※設立総会につきましては、「顧問」「参与」の方にも開催のご案内をいたします。 
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第 84 回国民スポーツ大会 江津市準備委員会組織図（R7.12.16 現在案） 

 

 

別図 

総 会 

【最高議決機関】 

・競技会の開催・運営に関する基本方針等 

・事業計画・事業報告、予算・決算 

・常任委員会への審議委任 

・その他の重要事項等 

常 任 委 員 会 

【決定機関】 

・総会からの委任事項、緊急事項 

・専門委員会の設置・付託・委任 

・その他の必要事項 

専 門 委 員 会 

【調査機関】 

・常任委員会からの付託事項（調査・審議） 

・常任委員会からの委任事項（審議・決定） 

準備委員会 

会 長 

副会長 

常任委員 

委 員 

参 与 

顧 問 

監 事 

準備委員会事務局 

（国スポ推進課） 

専門委員会の構成例 ※名称、所管内容、構成委員等については今後検討 

 

① 総務企画（総合計画、広報、市民運動 等） 

② 競技式典（競技運営、式典 等） 

③ 宿泊衛生（宿泊・配宿計画、環境・食品衛生、医療救護 等） 

④ 輸送交通（輸送計画、交通、警備、消防・防災 等） 
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